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衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
政
府
職
員
の
動
画
投
稿
ア
プ
リ
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
（
テ
ィ
ッ
ク
ト
ッ
ク
）
」
の
利
用
の

規
制
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
所
有
物
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
実
態
を
把
握
す
べ

き
」
及
び
「
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
」
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
控
え
る
よ
う
注
意
を
促
す
べ
き
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、
我

が
国
の
政
府
機
関
等
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
私
物
の
端
末
」
を
用
い
て
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
先
の
答
弁
書

（
令
和
五
年
四
月
四
日
内
閣
衆
質
二
一
一
第
三
七
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
「
政
府
機
関
等
の
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
基
準
（
令
和
三
年
度
版
）
」
（
令
和
三
年
七
月
七
日
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略

本
部
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
、
要
機
密
情
報
（
同
基
準
に
お
け
る
「
要
機
密
情
報
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
御
指
摘
の
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
」
を
は
じ
め
と
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
民
間
事
業
者
等
が
不
特
定
多
数
の

利
用
者
に
対
し
て
提
供
す
る
、
画
一
的
な
約
款
や
規
約
等
へ
の
同
意
の
み
で
利
用
可
能
と
な
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
広
報
等
の
要
機
密
情
報
を
取
り
扱
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
政
府
機
関

等
に
お
い
て
は
、
様
々
な
リ
ス
ク
を
十
分
に
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
助
言
を
内
閣
官
房
に
求
め



 

２ 

 

、
情
報
シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
の
承
認
を
得
た
上
で
必
要
な
も
の
の
み
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


